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2020ビジョン：「協同組合の10年に向けたブ
ループリント」は、まさに野心的といえる。
協同組合の先駆者たちが最初に自らの新たなアイディアを実践したとき、それは投資家所有の企業が満たし
きれなかった彼（女）らのニーズに人々が応える方法をもたらしたのであった。

今日では、全ての人々がそのア
イディアを必要としている。持続
可能性よりも利益と成長を重視
し、一部の人々の個人的な利益を
万人の公共の利益よりも優先す
る従来の企業のあり方によって、
国際社会に失敗がもたらされた。

協同組合のアイディアは有効で
あるが、現代人の大部分がその
ことを知らない。だからこそ、この

「協同組合の10年に向けた計画
案」は野心的といえる。協同組合
のメッセージを明確にし、協同組
合がどれほど大きなことを達成
できるかを、協同組合を知らな
い世界に発信するのである。

しかしながら、人々が可能だとイ
メージすることを実行する手段
を与えることも野心的な計画で
ある。また、性別や年齢を問わず
全ての人が、自分が実現できると
考えることの実現を阻む障害を
克服できるようにするための計
画も、また野心的なものである。

国際協同組合年は、協同組合お
よび協同の思想を支持する人々
にとって大きなきっかけとなり、

「協同組合の10年」を実行する
ための基礎となった。この時代・
社会情勢は、野心的な計画を求
めている。だからこそ、ICAはこの
挑戦に満ちたブループリントを
採択したのである。

この文書で謳われている計画は、

ICAだけの力では実行困難であ
る。もちろんICAは自らが果たす
べき役割を明確に認識しており、
目の前に現れる課題に果敢に立
ち向かっていこうという強い意思
を持っている。しかし、この計画案
が有意義で効果的なものになる
ためには、各国の協同組合全国
組織、個々の協同組合、そして、協

同組合という事業形態を信じる
すべての人々の協力と承認が必
要となる。我々すべてが協同する
ことで、協同組合が道を切り開い
ていかなければならない。

我々全員が「2020ビジョン」を確
かなものとするために、役割を
担っている。
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同研究所は、オックスフォード大
学の最大かつ最も国際的な大
学院のひとつであるケロッグ（カ
レッジ）に所在している。ケロッ
グ・カレッジはオックスフォード
大学の生涯教育の取り組みを支
援しており、成人のパートタイム
学生の継続教育と職業能力開発
の機会を提供している。

協同組合や相互扶助に基づく事
業によって生み出された利害関係
者が関与する参加型のアプローチ
に対しては、政策決定者、学者、一
般市民からの関心が高まってい
る。また、イギリスおよび世界経済
の大きなうねりにより、組織倫理、
地域への責任、長期的に持続可能
な戦略に高い水準を示す、協同組
合および相互扶助に基づく事業

の重要性が強まった。この環境変
化は、先端を行く研究機関にとっ
ては、これまでにないチャンスと
いえるが、これを生かすために、研
究機関は実証に基づき、世界レベ
ルの調査と分析を基盤とし、また
協同組合や相互扶助に基づく事
業のニーズを反映した綿密なカリ
キュラムを備える必要がある。

よって、共同事業および従業員
所有事業研究所の主な活動は、
協同組合と相互組合セクターの
ビジネスニーズに重点を置いた
オーダーメイドの短期コースと教
育プログラムを通じた研究および
職業能力開発である。同センター
は応用知識と普及に情熱を注ぎ、
会議、セミナー、招待講演を運営
するとともに、オックスフォード内

外のネットワーク及びパートナー
関係の構築を進めている。同セン
ターの目的は次の通りである。

・ 協同組合と相互組合セクター
の業績に関する研究の実施

・ 関連のある事業のニーズに
綿密に合わせたカリキュラム
の提供と現在および未来の
リーダーの育成

・ 協同と相互扶助に関する議論
と新しい考え方の促進

・ 既存の協同組合および相互
組合セクターの専門家との協
力を通じた学者、実務家、政
策決定者のグローバルネット
ワークの構築
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ICAは、1895年に世界の協同組合の結束、代表、奉仕のために設立された独立の非政府組織である。ICAは、
協同組合の世界的な意見表明、知識を共有するためのフォーラムの開催、協同組合に関する及び協同組合
のための組織的な活動等を行っている。

ICAの会員は、国際レベル及び世界各国の農業、銀行、消費者、漁業、保健、住宅、保険、労働者等あらゆる分
野の協同組合の全国組織が加盟している。ICAの加盟組織は100カ国､傘下の組合員は世界全体で10億人で
あり、1億人の人々が協同組合で働いている。

共同事業および従業員所有事業研
究所（CENTRE FOR MUTUAL AND 
EMPLOYEE-OWNED BUSINESS）
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協同組合のアイデンティティに関するICA声明
<定義>
協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを満たす
ために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

<価値>
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの創設者の伝統を受
け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮という倫理的価値を信条とする。

<原則>
協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

(第1原則)自発的で開かれた組合員制
協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗教的な差別を行なわな
い。協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受け入れる意志のある全ての人々に対して
開かれている。

(第２原則)組合員による民主的管理
協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意志決定に積極的に参加
する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。単位協同組合では、組合員は（一人一票という）
平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方法によって組織される。

(第３原則)組合員の経済的参加
組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は通常協同組合
の共同の財産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場合でも通常制限された率で
受け取る。組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分する。

・ 準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のため その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする
・ 協同組合の利用高に応じた組合員への還元のため
・ 組合員の承認により他の活動を支援するため

(第４原則)自治と自立
協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行なったり、外
部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主性を保持する条件において行なう。

(第５原則)教育、訓練および広報
協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、教育訓練を実施す
る。協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動の特質と利点について知らせる。

(第６原則)協同組合間協同
協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同することにより、組合員に
最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。

(第７原則)コミュニティへの関与
協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。


